
 

令和８年第１回芦屋町議会定例会 

 

会期日程（案）           １２日間   自 令和 ８年 ３月 ２日 

至 令和 ８年 ３月１３日 

 

月 日 曜 種 別 内     容 開始時刻 

３月 ２日 月 本会議 
議案上程、提案理由説明、質疑、委員会付託 

（本会議終了後、議会広報委員会） 
午前 10 時 

   ３日 火 本会議 一般質問 午前 10 時 

   ４日 水 休 会   

   ５日 木 委員会 付託議案審査 午前 10 時 

   ６日 金 委員会 付託議案審査 午前 10 時 

   ７日 土 休 会   

   ８日 日 休 会   

   ９日 月 委員会 付託議案審査 午前 10 時 

  １０日 火 委員会 付託議案審査 午前 10 時 

  １１日 水 委員会 付託議案審査 午前 10 時 

  １２日 木 休 会 予備日（中学校卒業式）  

  １３日 金 本会議 
委員長報告、質疑、討論、表決 

（本会議終了後、全員協議会、議会広報委員会） 
午前 10 時 

 

-1-



                           令和8年3月2日　午前10時　開議

日程第１ 会 期 の 決 定

日程第２ 会議録署名議員の指名

日程第３

日程第４ 同意第１号 副町長の選任同意について

日程第５ 同意第２号 芦屋町教育委員会教育長の任命について

日程第６ 議案第13号 芦屋町特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条
例の制定について

日程第７ 議案第14号 芦屋町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例
の制定について

日程第８ 議案第15号 芦屋町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定につい
て

日程第９ 議案第16号 芦屋町事務手数料条例の一部を改正する条例の制定について

日程第10 議案第17号 芦屋町国民健康保険健康優良家庭表彰条例の一部を改正する条
例の制定について

日程第11 議案第18号 芦屋町火入れに関する条例の一部を改正する条例の制定につい
て

日程第12 議案第19号 芦屋町下水道条例の制定について

日程第13 議案第20号 芦屋町下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
について

日程第14 議案第21号 芦屋町過疎地域持続的発展計画の策定について

日程第15 議案第22号 令和７年度芦屋町一般会計補正予算（第６号）

日程第16 議案第23号 令和７年度芦屋町地方独立行政法人芦屋中央病院貸付金特別会
計補正予算（第２号）

日程第17 議案第24号 令和７年度芦屋町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）

日程第18 議案第25号 令和７年度芦屋町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２
号）

日程第19 議案第26号 令和７年度芦屋町国民宿舎特別会計補正予算（第１号）

 令 和 ８ 年 第 １ 回 芦 屋 町 議 会 定 例 会

議　事　日　程　（１）

行 政 報 告
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日程第20 議案第27号 令和７年度芦屋町給食センター特別会計補正予算（第４号）

日程第21 議案第28号 令和７年度芦屋町公共下水道事業会計補正予算（第２号）

日程第22 議案第29号 令和８年度芦屋町一般会計予算

日程第23 議案第30号 令和８年度芦屋町地方独立行政法人芦屋中央病院貸付金特別会
計予算

日程第24 議案第31号 令和８年度芦屋町国民健康保険特別会計予算

日程第25 議案第32号 令和８年度芦屋町後期高齢者医療特別会計予算

日程第26 議案第33号 令和８年度芦屋町国民宿舎特別会計予算

日程第27 議案第34号 令和８年度芦屋町給食センター特別会計予算

日程第28 議案第35号 令和８年度芦屋町モーターボート競走事業会計予算

日程第29 議案第36号 令和８年度芦屋町公共下水道事業会計予算

日程第30 承認第１号 専決処分事項の承認について

日程第31 報告第２号 専決処分事項の報告について

日程第32 報告第３号 専決処分事項の報告について

日程第33 発委第１号 芦屋町議会会議規則の一部を改正する規則の制定について

日程第34 発委第２号 芦屋町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について
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議案第１３号 

 

芦屋町特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

 

芦屋町特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり制定す

るものとする。 

 

令和８年３月２日提出 

芦屋町長  貝 掛  俊 之 

 

 

 

芦屋町特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例 

 

芦屋町特別職の職員の給与等に関する条例（昭和３１年条例第１３号）の一部を次の

ように改正する。 

別表第１を次のように改める。 

別表第１（第２条、第３条関係） 

区分 

報酬 

摘要 

年額 日額 

教育委員会 委員 ３３８，１００円 － 

報酬は、年３回

払いとし、８月、

１２月、翌年３月

に支給する。 

選挙管理委員

会 

委員長 １５２，６００円 － 

委員 １２１，２００円 － 

農業委員会 

会長 ２７８，２００円 － 

副会長 ２２７，８００円 － 

委員 ２００，５００円 － 

監査委員 

学識経験者 ９６６，１００円 － 

議会選出者 ６４１，５００円 － 
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臨時又は非常勤の顧問、

参与、調査員、嘱託員及び

これらに準ずる者（専門的

な知識経験又は識見を有す

る者であって、当該知識経

験は識見に基づき、助言、

調査、診断その他総務省令

で定める事務を行う者に限

る。） 

予算に定める額 
勤務の都度支給

する。 

選挙長、投票所の投票管

理者、期日前投票所の投票

管理者、開票管理者、投票

所の投票立会人、期日前投

票所の投票立会人、選挙立

会人及び開票立会人 

国会議員の選挙等の執行経費の

基準に関する法律（昭和２５年法

律第１７９号。以下「法」とい

う。）第１４条に定められた額と

し、同条中「１日につき」とある

のは「１回の選挙につき」と読み

替えるものとする。なお、投票立

会人が１回の選挙の途中で交代す

るときは、法第１４条に定められ

た額をそれぞれの投票立会人が従

事した時間に応じて計算して得た

額とする。 

勤務の都度支給

する。 

その他附属機関等の委員 － ２，８００円 
勤務の都度支給

する。 

備考 

１ 費用弁償は、１日につき、町内居住者においては２，５００円、町外居住者に

おいては別表第３による額（２，５００円に満たない場合は２，５００円）とす

る。 

２ この表に規定のない弁護士、医師、大学教授、大学准教授及びその同等職の委

員で任免権者が特に必要と認めた場合は、この表に掲げた金額にかかわらず、日

額１８，０００円以内で町長が定める額とする。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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議案第１４号 

 

芦屋町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

 

芦屋町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する

ものとする。 

 

令和８年３月２日提出 

芦屋町長  貝 掛  俊 之 

 

 

 

芦屋町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例 

 

芦屋町災害弔慰金の支給等に関する条例（昭和４９年条例第２５号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第１６条を第１７条とし、第１５条の次に次の章名及び１条を加える。 

第５章 雑則 

（芦屋町災害弔慰金等支給審査委員会の設置） 

第１６条 町に、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する事項を調査審議するた

め、町長の付属機関として芦屋町災害弔慰金等支給審査委員会（以下「委員会」とい

う。）を置くことができる。 

２ 委員会の委員は、医師、弁護士その他町長が必要と認める者のうちから、町長が任

命する。 

３ 前項に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第１５号 

 

芦屋町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

 

芦屋町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

 

令和８年３月２日提出 

芦屋町長  貝 掛  俊 之 

 

 

 

芦屋町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

芦屋町国民健康保険税条例（昭和３７年条例第１０号）の一部を次のように改正する。 

第３条第１項第１号中「及び介護保険法」を「、介護保険法」に改め、「介護納付

金」という。）」の次に「及び子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）の規

定による子ども・子育て支援納付金（以下この条において「子ども・子育て支援納付

金」という。）」を加え、同項に次の１号を加える。 

（４） 子ども・子育て支援納付金課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険事

業費納付金の納付に要する費用（県の国民健康保険に関する特別会計において負担

する子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。）に充て

るための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。） 

第３条第３項中「属する」の次に「国民健康保険の」を加え、同条に次の１項を加え

る。 

５ 第１項第４号の子ども・子育て支援納付金課税額は、世帯主（前条第２項の世帯主

を除く。）及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額並

びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額に、当該世帯に属する１８歳以上

被保険者（地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」という。）第７０３条

の４第３０項に規定する１８歳以上被保険者をいう。以下同じ。）につき算定した１

８歳以上被保険者均等割額を加算した額とする。ただし、加算後の額が３万円を超え

る場合においては、子ども・子育て支援納付金課税額は、３万円とする。 

第４条第１項中「地方税」及び「（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」とい

う。）」を削る。 

第６条の２第１号中「第１０条」の次に「、第１４条の５」を加える。 

第１４条の次に次の４条を加える。 

（国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の所得割額） 

第１４条の２ 第３条第５項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に１００分の０．

２４を乗じて算定する。 
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（国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割

額） 

第１４条の３ 第３条第５項の被保険者均等割額は、被保険者一人について８３５円と

する。 

（１８歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１８歳以上被保険者

均等割額） 

第１４条の４ 第３条第５項の１８歳以上被保険者均等割額は、１８歳以上被保険者一

人について６５円とする。 

（国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の世帯別平等割

額） 

第１４条の５ 第３条第５項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、

それぞれ当該各号に定める額とする。 

（１） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ８００円 

（２） 特定世帯 ４００円 

（３） 特定継続世帯 ６００円 

第２８条第１項中「並びに同条」を「、同条」に改め、「１７万円）」の次に「並び

に同条第５項本文の子ども・子育て支援納付金課税額からキからケまでに掲げる額を減

額して得た額（当該減額して得た額が３万円を超える場合には、３万円）」を加え、同

項第１号に次のように加える。 

キ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均

等割額 被保険者（第２条第２項に規定する世帯主を除く。）１人について ５

８５円 

ク 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１８歳以上

被保険者均等割額 １８歳以上被保険者（第２条第２項に規定する世帯主を除

く。）１人について ４６円 

ケ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の世帯別平等

割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

（ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ５６０円 

（イ） 特定世帯 ２８０円 

（ウ） 特定継続世帯 ４２０円 

第２８条第１項第２号に次のように加える。 

キ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均

等割額 被保険者（第２条第２項に規定する世帯主を除く。）１人について ４

１８円 

ク 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１８歳以上

被保険者均等割額 １８歳以上被保険者（第２条第２項に規定する世帯主を除

く。）１人について ３３円 

ケ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の世帯別平等
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割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

（ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ４００円 

（イ） 特定世帯 ２００円 

（ウ） 特定継続世帯 ３００円 

第２８条第１項第３号に次のように加える。 

キ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均

等割額 被保険者（第２条第２項に規定する世帯主を除く。）１人について １

６７円 

ク 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１８歳以上

被保険者均等割額 １８歳以上被保険者（第２条第２項に規定する世帯主を除

く。）１人について １３円 

ケ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の世帯別平等

割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

（ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 １６０円 

（イ） 特定世帯 ８０円 

（ウ） 特定継続世帯 １２０円 

第２８条第２項に次の１号を加える。 

（３） 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者

均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児１人について次に定め

る額 

ア 前項第１号キに規定する金額を減額した世帯 １２５円 

イ 前項第２号キに規定する金額を減額した世帯 ２０９円 

ウ 前項第３号キに規定する金額を減額した世帯 ３３４円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 ４１８円 

第２８条第３項中「及び被保険者均等割額」を「、被保険者均等割額及び１８歳以上

被保険者均等割額」に改め、同項各号列記以外の部分中「減額後の被保険者均等割額」

の次に「及び１８歳以上被保険者均等割額」を加え、同項に次の３号を加える。 

（７） 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の所得

割額 当該出産被保険者につき第１４条の２の規定により算定した所得割額の１２

分の１の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗

じて得た額 

（８） 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保

険者均等割額 当該出産被保険者につき第１４条の３の規定により算定した被保険

者均等割額（第１項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減

額後の被保険者均等割額）の１２分の１の額に、当該出産被保険者の産前産後期間

のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

（９） 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１８

歳以上被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第１４条の４の規定により算定
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した１８歳以上被保険者均等割額（第１項に規定する金額を減額するものとした場

合にあっては、その減額後の１８歳以上被保険者均等割額）の１２分の１の額に、

当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

第２８条に次の１項を加える。 

４ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に１８歳に達する日以後の最初の３月

３１日以前である被保険者（以下「１８歳未満被保険者」という。）がある場合にお

ける当該納税義務者に対して課する子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等

割額（当該納税義務者の世帯に属する１８歳未満被保険者につき算定した被保険者均

等割額（第１項、第２項又は前項に規定する金額を減額するものとした場合にあって

は、その減額後の被保険者均等割額）に限る。）は、当該被保険者均等割額から、当

該被保険者均等割額に相当する額を減額して得た額とする。 

附則第５項、第６項及び第８項から第１５項までの規定中「第１１条」の次に「、第

１４条の２」を加える。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この条例による改正後の芦屋町国民健康保険税条例の規定は、令和８年度以後の国

民健康保険税について適用し、令和７年度分までの国民健康保険税については、なお

従前の例による。 
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議案第１６号 

 

芦屋町事務手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

 

芦屋町事務手数料条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

 

令和８年３月２日提出 

芦屋町長  貝 掛  俊 之 

 

 

 

芦屋町事務手数料条例の一部を改正する条例 

 

芦屋町事務手数料条例（平成１２年条例第８号）の一部を次のように改正する。 

附則第３項中「令和８年３月３１日」を「令和１０年３月３１日」に改める。 

別表第１地籍集成図の写しの交付の項の次に次のように加える。 

地番図電子データの写しの交付 実施機関が用意する電磁

的記録媒体に複写したも

の（実施機関指定のデー

タ形式に限る） 

１式 １０，０００円 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第１の改正規定は令和８年４月１

日から施行する。 
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議案第１７号 

 

芦屋町国民健康保険健康優良家庭表彰条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

 

芦屋町国民健康保険健康優良家庭表彰条例の一部を改正する条例を次のとおり制定す

るものとする。 

 

令和８年３月２日提出 

芦屋町長  貝 掛  俊 之 

 

 

 

芦屋町国民健康保険健康優良家庭表彰条例の一部を改正する条例 

 

芦屋町国民健康保険健康優良家庭表彰条例（昭和３３年条例第１４号）の一部を次の

ように改正する。 

第２条（見出しを除く。）を次のように改める。 

第２条 表彰の対象となる健康家庭とは、表彰年度の前年度において次の各号に掲げる

全ての条件を満たすものとする。 

（１） 同一世帯に属する全被保険者が医療機関を受診していないこと。 

（２） 国民健康保険税の滞納がないこと。 

（３） 特定健康診査の受診対象となっている被保険者がいる世帯の場合は、当該被

保険者全員が特定健康診査を受診していること。若しくは職場の健康診断、人間ド

ック等により特定健康診査の項目を検査し、町に検査結果を提供していること。 

附 則 

この条例は、令和９年４月１日から施行する。 
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議案第１８号 

 

芦屋町火入れに関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 

芦屋町火入れに関する条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

 

令和８年３月２日提出 

芦屋町長  貝 掛  俊 之 

 

 

 

芦屋町火入れに関する条例の一部を改正する条例 

 

芦屋町火入れに関する条例（昭和５９年条例第２７号）の一部を次のように改正する。 

第１４条第１項中「、乾燥注意報又は」を「若しくは乾燥注意報が発表され、又は林

野火災に関する注意報若しくは」に改め、同条第２項中「とき又は強風注意報、乾燥注

意報又は」を「場合又は強風注意報若しくは乾燥注意報が発表され、若しくは林野火災

に関する注意報若しくは」に、「ときには」を「場合には」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第１９号 

 

芦屋町下水道条例の制定について 

 

芦屋町下水道条例を次のように制定する。 

 

令和８年３月２日提出 

芦屋町長  貝 掛  俊 之 

 

 

芦屋町下水道条例 

 

芦屋町下水道条例（昭和５６年条例第４４号）の全部を改正する。 

目次 

第１章 総則（第１条・第２条） 

第２章 公共下水道の構造の基準等（第２条の２―第２条の７） 

第３章 排水設備、除害施設等の設置等（第３条―第８条） 

第４章 公共下水道の使用（第９条―第１９条の４） 

第５章 雑則（第２０条―第２９条の２） 

第６章 罰則（第３０条―第３２条） 

付則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この条例は、法令その他別に定めがあるもののほか、本町の公共下水道の管理

に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（用語の定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 

（１） 「下水」、「公共下水道」、「終末処理場」、「排水区域」及び「処理区

域」とは、それぞれ下水道法（昭和３３年法律第７９号。以下「法」という。）第

２条の当該各号に定めるものをいう。 

（２） 排水設備 下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水きょ、

その他の排水施設（屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並

びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。）をいう。 

（３） 除害施設 法第１２条第１項に規定する除害施設をいう。 

（４） 特定事業場 法第１２条の２第１項に規定する特定事業場をいう。 

（５） 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。 

第２章 公共下水道の構造の基準等 
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（公共下水道の構造の基準） 

第２条の２ 法第７条第２項に規定する条例で定める技術上の基準は、次条から第２条

の６までに定めるところによる。 

（排水施設及び処理施設に共通する構造の基準） 

第２条の３ 排水施設及び処理施設（これを補完する施設を含む。第２条の５において

同じ。）に共通する構造の基準は、次のとおりとする。 

（１） 堅固で耐久力を有する構造とすること。 

（２） コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を

最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきもの

については、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることが

できる。 

（３） 屋外にあるもの（生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれ

のないものとして町長が定めるものを除く。）にあっては、覆い又は柵の設置その

他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。 

（４） 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼そ

の他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。 

（５） 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継

手の設置その他の町長が定める措置が講ぜられていること。 

（排水施設の構造の基準） 

第２条の４ 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。 

（１） 排水管の内径及び排水渠の断面積は、町長が定める数値を下回らないものと

し、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができる

ものとすること。 

（２） 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の

設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。 

（３） 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変

動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講

ぜられていること。 

（４） 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所そ

の他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。 

（５） ます又はマンホールには、ふた（汚水を排除すべきます又はマンホールにあ

っては、密閉することができるふた）を設けること。 

（処理施設の構造の基準） 

第２条の５ 第２条の３に定めるもののほか、処理施設（終末処理場であるものに限る。

第２号において同じ。）の構造の基準は、次のとおりとする。 

（１） 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。 

（２） 汚泥処理施設（汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。）は、汚泥の処

理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障
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が生じないよう町長が定める措置が講ぜられていること。 

（適用除外） 

第２条の６ 前３条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。 

（１） 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道 

（２） 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道 

（終末処理場の維持管理） 

第２条の７ 法第２１条第２項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるとこ

ろにより行うものとする。 

（１） 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じ

ないようにエアレーションを調節すること。 

（２） 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを

除去すること。 

（３） 急速ろ過法によるときは、ろ床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行

うとともに、ろ材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。 

（４） 前３号に定めるもののほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ず

ること。 

（５） 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保

持すること。 

（６） 前号に定めるもののほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液

又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう町長

が定める措置を講ずること。 

第３章 排水設備、除害施設等の設置等 

（排水設備の接続方法等） 

第３条 排水設備の新設、増設又は改築（以下「新設等」という。）を行おうとすると

きは、次に定めるところによらなければならない。 

（１） 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排

除すべき排水設備にあっては公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水を排除す

べき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。 

（２） 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ

又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で町長が定めるもの

によること。 

（３） 公共ます等に固着させる排水管の内径及び勾配は、町長が特別の理由がある

と認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、

同表の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。 

内径（単位ミリメートル） 勾配 

７５以上 １００分の１以上 
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（除害施設の新設等） 

第４条 除害施設の新設等は、その除害施設の新設等を必要とさせた下水の水質に応じ

町長が定める処理方法に適合するものでなければならない。 

（排水区域外の排水施設の新設等） 

第５条 排水区域外の下水を公共下水道に流入させるために設ける排水施設（排水設備

及び法第２４条第１項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除

く。以下次条において同じ。）の新設等を行なおうとするときは、この条例の定める

ところによる。 

（排水設備等の計画の確認） 

第６条 排水設備、除害施設及び前条の排水施設（以下「排水設備等」という。）の新

設等を行おうとする者は、町長の定めるところにより町長に申請し、その確認を受け

なければならない。 

２ 前項の確認を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。 

（排水設備等の工事の検査） 

第７条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了した日から５日以内に町長

の定めるところによりその旨を町長に届け出て、検査を受けなければならない。 

２ 前項の検査に合格したときは、町長は、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、

町長が定める検査済証を交付しなければならない。 

（排水設備等の工事の実施） 

第８条 排水設備等の新設等の工事は、町長が排水設備等の工事に関し技能を有するも

のとして指定した工事施行業者（次項において「排水設備指定工事店」という。）で

なければ行うことができない。ただし、町長が特に認めた工事については、この限り

でない。 

２ 排水設備指定工事店の指定に関し必要な事項は、町長が定める。 

第４章 公共下水道の使用 

（特定事業場からの汚水排除の制限） 

第９条 法第１２条の２第３項の規定により特定事業場から汚水を排除して公共下水道

を使用する者は、次の各号に定める水質基準に適合しない汚水を排除してはならない。 

（１） 水素イオン濃度 水素指数５を超え９未満 

（２） 生物化学的酸素要求量 １リツトルにつき５日間に６００ミリグラム未満 

（３） 浮遊物質量 １リツトルにつき６００ミリグラム未満 

（４） ノルマルヘキサン抽出物質含有量 

ア 鉱油類含有量 １リツトルにつき５ミリグラム以下 

イ 動植物油脂類含有量 １リツトルにつき３０ミリグラム以下 

（５） アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 １リツトルにつき

３８０ミリグラム未満 

（６） 窒素含有量 １リツトルにつき２４０ミリグラム未満 

（７） 燐含有量 １リットルにつき３２ミリグラム未満 
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２ 下水道法施行令（昭和３４年政令第１４７号。以下「令」という。）第９条の５第

２項の規定により、製造業又はガス供給業の用に供する施設から汚水を排除して公共

下水道を使用する者については、前項第１号中「５を超え９未満」とあるのは「５・

７を超え８・７未満」と、同項第２号及び第３号中「６００ミリグラム未満」とある

のは「３００ミリグラム未満、同項第５号中「３８０ミリグラム未満」とあるのは

「１２５ミリグラム未満」、同項第６号中「２４０ミリグラム未満」とあるのは「１

５０ミリグラム未満」、同項第７号中「３２ミリグラム未満」とあるのは「２０ミリ

グラム未満」」と読み替えて同項の規定を適用する。 

３ 町長は、前項の規定を適用しようとするときは、あらかじめ工場又は事業場に対し

別に定めるところにより事前通知を行い、併せて公告の措置を行うものとする。 

４ 特定事業場から排除される汚水が河川その他の公共の水域（湖沼を除く。）に直接

排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法（昭和４５年法律第１３８号）の

規定による環境省令により、当該汚水について第１項各号に定める水質（第２項の規

定が適用される場合にあつては、同項に定める水質）より緩やかな水質の排水基準が

適用されるときは、第１項及び第２項の規定にかかわらずその排水基準とする。 

（除害施設の設置等） 

第９条の２ 法第１２条第１項に規定する使用者は、次に定める水質基準に適合しない

汚水（水洗便所から排除される汚水を除く。）を継続して排除するときは、除害施設

を設け、又は必要な措置をしなければならない。 

（１） 温度 ４５度未満 

（２） 水素イオン濃度 水素指数５を超え９未満 

（３） ノルマルヘキサン抽出物質含有量 

ア 鉱油類含有量 １リツトルにつき５ミリグラム以下 

イ 動植物油脂類含有量 １リツトルにつき３０ミリグラム以下 

（４） 沃素消費量 １リツトルにつき２２０ミリグラム未満 

第９条の３ 法第１２条の１１第１項の規定により次の各号に定める基準に適合しない

汚水（水洗便所から排除される汚水及び法第１２条の２第１項又は第５項の規定によ

り公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。）を継続して排除して

公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。 

（１） 令第９条の４第１項に掲げる物質 それぞれ同項各号に定める数値。ただし、

同条第４項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。 

（２） 温度 ４５度未満 

（３） 水素イオン濃度 水素指数５を超え９未満 

（４） 生物化学的酸素要求量 １リツトルにつき５日間に６００ミリグラム未満 

（５） 浮遊物質量 １リツトルにつき６００ミリグラム未満 

（６） ノルマルヘキサン抽出物質含有量 ただし、本号の適用については、水質汚

濁防止法第３条第３項の規定に基づく排水基準を定める条例（昭和４８年福岡県条

例第８号。次号において「福岡県条例」という。）により当該公共下水道からの放
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流水について、本号に定める基準より厳しい排水基準が定められている場合にあつ

ては、その数値とする。 

ア 鉱油類含有量 １リツトルにつき５ミリグラム以下 

イ 動植物油脂含有量 １リツトルにつき３０ミリグラム以下 

（７） 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で福岡県条例により当該公

共下水道から放流水に関する排水基準が定められたもの（第４号に掲げる項目に類

似する項目及び大腸菌数を除く。） 当該排水基準に係る数値 

２ 令第９条の１１第２項の規定により製造業又はガス供給業の用に供する施設から汚

水を排除して公共下水道を使用する者については、前項第２号中「４５度未満」とあ

るのは「４０度未満」と、同項第３号中「５を超え９未満」とあるのは「５・７を超

え８・７未満」と、同項第４号中「６００ミリグラム未満」とあるのは「３００ミリ

グラム未満」と、同項第５号中「６００ミリグラム未満」とあるのは「３００ミリグ

ラム未満」と読み替えて、同項の規定を適用する。 

３ 町長は、前項の規定を適用しようとするときは、あらかじめ工場又は事業場に対し

別に定めるところにより事前通知を行い、併せて公告の措置を行うものとする。 

（除害施設の改築等の指示等） 

第９条の４ 前２条の規定により除害施設の設置等をしなければならない者が除害施設

の設置等をした後においてもなお当該除害施設の設置等に係る基準に適合しない下水

を排除していると認めるときは、町長は、当該除害施設の改築、修繕、維持その他必

要な措置を講ずることを指示し、又は公共下水道の使用を制限し、若しくは使用の一

時停止を命ずることができる。 

（し尿の排除の制限） 

第１０条 処理区域内の使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によ

ってこれをしなければならない。 

（一時使用） 

第１１条 土木建築等に関する工事の施行に伴う排水のため、公共下水道を一時使用し

ようとする者（以下「一時使用者」という。）は、町長の定めるところにより町長に

申請し、その承認を受けなければならない。 

２ 町長は、一時使用者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、除害施設又

は町長が必要と認めて指示する施設を設けなければ、前項の承認を与えない。 

（１） 法第１２条第１項、第１２条の２第１項若しくは第５項又は第１２条の１１

第１項の下水を排除しようとするとき。 

（２） 固形物等下水道管を閉塞させるおそれのある物とともに下水を排除しようと

するとき。 

（使用開始等の届出） 

第１２条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休

止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、遅滞なくその旨を町

長に届け出なければならない。使用者に変更があつたときも同様とする。 
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２ 北九州市水道条例（昭和３８年北九州市条例第１１９号）第１６条、第２３条及び

第２４条の規定による届出を行つた者は、前項の届出をした者とみなす。 

（使用料） 

第１３条 町長は、公共下水道の使用について使用者から使用料を徴収する。 

（使用料の額） 

第１４条 使用料の額は次の表により算出した額に、１００分の１１０を乗じて得た額

（１円未満の端数が生じたときは切り捨てた額）とする。 

汚水の種類 

基本使用料（月額） 従量使用料（月額） 

汚水排出量 使用料 汚水排出量 
使用料（１ｍ３

につき） 

一般汚水 

（自衛隊汚

水 を 含

む。） 

１０ｍ３まで １，４０

０円 

１１ｍ３から３０ｍ３ま

で 

１７５円 

  ３１ｍ３から１００ｍ３

まで 

２５３円 

  １０１ｍ３から３００ｍ
３まで 

３０８円 

  ３０１ｍ３から１０００

ｍ３まで 

３６３円 

  １００１ｍ３から１００

００ｍ３まで 

３９６円 

１０００１ｍ３以上 ４２９円 

公民館用  １ｍ３につき １５０円 

２ 月の中途において使用者が下水道の使用を開始し、又は中止した場合にあっては、

前項の表に掲げる基本汚水排出量の数値及び基本使用料の額並びに従量汚水排出量の

数値を、当該使用の期間に応じ、町長の定めるところにより、それぞれ換算して算出

した額に１００分の１１０を乗じて得た額（その額に１円未満の端数が生じたときは、

切り捨てるものとする。）とする。 

（使用料の徴収） 

第１５条 町長は、使用者からの使用料を別に定める定例日現在の排除した汚水量によ

つて算定した額を、納入通知書等により徴収する。 

（汚水量の算定） 

第１６条 使用者が排除した汚水量の算定は、次の各号に定めるところによる。 
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（１） 水道水を使用した場合は、水道水の使用水量とする。ただし、２以上の使用

者が共同で使用している場合において、それぞれの使用水量を確知することができ

ないときは、その使用水量を等分したものをそれぞれの使用水量と推定する。 

（２） 水道水の使用者以外の者又は水道水とその他の水とを併用している者につい

ては、その者の水の使用の態様を勘案して町長が認定する。 

（３） 製氷業その他の事業で、その営業に伴い使用する水の量が、公共下水道に排

除する汚水の量と著しく異なる事業を営む使用者は、毎月その月に排除した汚水の

量及びその算出の根拠を記載した申告書を、翌月の７日までに町長に提出しなけれ

ばならない。この場合においては、第１号の規定にかかわらず、町長は、その申告

書の記載事項を勘案して、その使用者の排除した汚水の量を認定する。 

（使用の態様の変更の届出） 

第１７条 使用者は、水道水の排除に加えて水道水以外の水を排除することとなったと

き、水道水以外の水を使用するための設備に変更があったときその他規則で定める使

用の態様の変更があったときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を町長

に届け出なければならない。 

（計測装置の取付け等） 

第１８条 町長は、第１６条第２号又は第３号の規定による認定をするため必要がある

と認めるときは、適当な場所に計測のための装置を取り付けることができる。 

２ 町長は、前項の計測装置を取り付けたときは、使用者からその耐用年数により算定

した使用料を徴収する。 

３ 使用者は、善良な管理者の注意をもつて前項の装置を管理し、その装置を毀損又は

亡失したときは、直ちにその旨を町長に届け出るとともにその損害を賠償しなければ

ならない。 

（資料の提出） 

第１９条 町長は、使用料を算出するために、必要な限度において使用者から資料の提

出を求めることができる。 

（無届け使用の場合の措置） 

第１９条の２ 町長は、使用者が無届けで公共下水道を使用した場合は、その届出をさ

せるとともに、使用開始の時にさかのぼつて使用料を徴収する。 

（使用料の減免） 

第１９条の３ 町長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することがで

きる。 

（概算使用料の前納） 

第１９条の４ 管理者は、必要と認めるときは、第１１条第１項の一時使用者に概算使

用料を前納させることができる。 

２ 前項の概算使用料は、公共下水道の使用をやめたとき精算し、過不足があるときは

これを還付し、又は追徴する。 

第５章 雑則 
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（行為の許可） 

第２０条 法第２４条第１項及び第２９条第１項の許可を受けようとする者は、町長の

定めるところにより次に掲げる図面を添えて町長に申請しなければならない。許可を

受けた事項を変更しようとするときも同様とする。 

（１） 施設又は工作物その他の物件（排水設備を除く。以下「物件」という。）を

設ける場所を表示した平面図 

（２） 物件の配置及び構造を表示した図面 

（許可を要しない軽微な変更） 

第２１条 法第２４条第１項及び第２９条第１項の条例で定める軽微な変更は、前条の

許可を受けて設けた物件（地上に存する部分に限る。）に対する添加であって、当該

施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うもので、公共下水道の施設

の機能を妨げ、若しくはその施設を損傷するおそれのないものとする。 

（公共下水道付近の掘削） 

第２２条 公共下水道の排水管渠の付近地で排水管渠より深く掘削する場合で、当該排

水管渠の中心から掘削する箇所までの水平距離と同じ長さ以上となるときは、あらか

じめ、町長に届け出てその指示を受けなければならない。 

２ 前項の規定は、公共下水道の設置又は改築が予定された公道内において、地下埋設

物を設ける場合についても準用する。 

（公共下水道管理者以外の者の行う公共下水道施設の工事等） 

第２３条 法第１６条の規定による公共下水道の施設に関する工事又は公共下水道施設

の維持を行おうとする者は、町長の定めるところにより町長に申請しなければならな

い。 

２ 前項の工事を施工した者は、直ちに町長に届け出てその検査を受けなければならな

い。 

（公共下水道施設損傷工事の復旧） 

第２４条 公共下水道付近地の掘削又は地下埋設物の設置その他の行為により、公共下

水道の施設を損傷した者は、町長が定める復旧工事費の概算額を予納しなければなら

ない。 

２ 前項により予納した概算額は、工事完成後精算し、過不足があるときは、これを還

付し、又は追徴する。 

（占用の許可） 

第２５条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件（以下「占用物件」という。）を設け、

継続して占用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。ただし、占用

物件の設置について第２０条（次条において準用する場合を含む。）の許可を受けた

ときは、その許可をもつて占用の許可とみなす。 

（占用料の徴収等） 

第２６条 町長は、前条に規定する占用について、占用の許可を受けた者から占用料を

徴収する。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合において、翌年度以降
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の占用料は、毎年度当該年度分を４月末日までに徴収するものとする。 

２ 占用料の額は、芦屋町行政財産使用料条例（昭和４０年芦屋町条例第２１号）の規

定を準用する。この場合において、同条例第２条から第５条までの規定中「使用料」

とあるのは「占用料」と読み替えるものとする。 

（原状回復） 

第２７条 第２５条の規定による許可を受けた者は、当該許可の期間が満了したとき又

は許可を取消されたときは、町長の指示に従い当該許可にかかる物件を撤去し、原状

に回復しなければならない。ただし、町長が原状に回復することが不適当であると認

め、必要な措置を命じた場合においては、この限りでない。 

（公共ます及び取付管の修理等） 

第２８条 本町が使用者の管理の不備に起因する公共ます及び取付管の修理等を行った

ときは、当該使用者は、町長の定めるところにより、その修理等に要した費用の全部

又は一部を負担しなければならない。 

（特別の必要による公共ます及び取付管の新設等） 

第２９条 使用者の特別の理由により、公共ます及び取付管の新設等を必要とする場合

は、町長の定めるところにより町長の許可を受けなければならない。 

２ 使用者は、前項の工事に要する費用の全部又は一部を負担しなければならない。 

（委任） 

第２９条の２ この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、第

６章を除き、町長が定める。 

第６章 罰則 

（罰則） 

第３０条 次の各号に掲げる者は、５万円以下の過料に処する。 

（１） 第６条の規定による確認を受けないで、排水設備等の新設等の工事を実施し

た者 

（２） 排水設備等の新設等を行って第７条第１項の規定による届出を、同項に規定

する期間内に行わなかった者 

（３） 第４条、第９条の２から第９条の４まで又は第１０条の規定に違反した者 

（４） 第８条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者 

（５） 第１１条第１項の規定に違反し、公共下水道を一時使用した者 

（６） 第１９条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者 

（７） 第６条、第１１条第１項又は第２０条の規定による申請をせず、又は虚偽の

申請をした者 

（８） 第１６条第１項第３号の規定による申告書又は第１９条の規定による資料で

不実の記載のあるものを提出した者 

第３１条 偽りその他不正な手段により使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴

収を免れた金額の５倍に相当する金額以下の過料に処する。 

第３２条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人、その他の従業者がその
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法人又は人の業務に関して前２条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、そ

の法人又は人に対しても各本条の過料を科する。 

付 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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議案第２０号 

 

芦屋町下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

 

芦屋町下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する

ものとする。 

 

令和８年３月２日提出 

芦屋町長  貝 掛  俊 之 

 

 

 

芦屋町下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

 

芦屋町下水道事業の設置等に関する条例（昭和６２年条例第３２号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第２条第３項中「４３，０００人」を「１０，３００人」に改め、同条第４項中「３

０，９６０立方メートル」を「６，５６０立方メートル」に改める。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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議案第２１号 

 

芦屋町過疎地域持続的発展計画の策定について 

 

芦屋町過疎地域持続的発展計画を別冊のとおり定めたいので、過疎地域の持続的発展

の支援に関する特別措置法（令和３年法律第１９号）第８条第１項の規定に基づき、本

町議会の議決を求める。 

 

令和８年３月２日提出 

芦屋町長  貝 掛  俊 之 
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承認第１号 

 

専決処分事項の承認について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙のとお

り専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、本町議会の承認を求める。 

 

令和８年３月２日提出 

芦屋町長  貝 掛  俊 之 
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専 決 処 分 書 

 

令和７年度芦屋町一般会計補正予算（専決第２号）について、地方自治法第１７９

条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 

 

  令和８年１月１９日 

 

  

芦屋町長  貝 掛  俊 之   
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報告第２号 

 

専決処分事項の報告について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、別紙のとお

り専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

 

令和８年３月２日提出 

芦屋町長  貝 掛  俊 之 
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専 決 処 分 書 
 
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、芦屋東

小学校校舎大規模改修工事（その２）の請負契約の変更について、次のとおり専決

処分する。 
 
  令和８年１月２６日 
 

芦屋町長  貝 掛  俊 之  
 

記 
 
１．変更前の契約金額    一金１２２，１５７，５０８円也 
 
２．変更後の契約金額    一金１２４，１６４，７００円也 
 
３．変更理由        工事出来形による変更等 
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報告第３号 

 

専決処分事項の報告について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、別紙のとお

り専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

 

令和８年３月２日提出 

芦屋町長  貝 掛  俊 之 
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専 決 処 分 書 

 

 公用車の物損事故について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第

１項の規定により、次のとおり専決処分する。 

 

 

 令和８年２月３日 

 

 

芦屋町長 貝 掛  俊 之   

 

 

 芦屋町は、公用車の物損事故に係る損害賠償額について、地方自治法第９６条第

１項第１３号の規定により、次のとおり定める。 

 

記 

 

№ 事故発生日 相手方 損害賠償額 

１ 令和７年１１月１４日 
岡垣町 

車両名義人 
１２１，６４０円 
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発委第１号 
 
 
   芦屋町議会会議規則の一部を改正する規則の制定について 

 
 
 上記の議案を別紙のとおり芦屋町議会会議規則第１４条の規定により提出する。 
 
 
  令和８年３月２日提出 
 
 
 芦屋町議会議長    本 一 夫 殿 
 
 
 
                  提出者 議会運営委員会 
                        委員長  松 岡  泉 
 

-35-



発委第１号 

 

芦屋町議会会議規則の一部を改正する規則の制定について 

 

芦屋町議会会議規則の一部を改正する規則を次のとおり制定するものとする。 

 

令和８年３月２日提出 

議会運営委員会 委員長 松 岡  泉 

 

 

 

芦屋町議会会議規則の一部を改正する規則 

 

芦屋町議会会議規則（平成２０年議会規則第２号）の一部を次のように改正する。 

目次中「第１０１条」を「第１０１条の２」に、「議員の派遣」を「全員協議会」に、

「 

第１８章 補則（第１２９条） 

」を「 

第１８章 議員の派遣（第１２９条） 

第１９章 補則（第１３０条） 

」に改める。 

第９条第２項中「認めるときは」を「認める場合は、会議に宣告することにより」に

改め、同条中第３項を第４項とし、第２項の次に次の１項を加える。 

３ 前項の規定にかかわらず、議長は会議中でない場合であつて緊急を要するときその

他の特に必要があると認めるときは、会議時間を変更できる。 

第３２条に次の１項を加える。 

４ 投票の効力に係る法第１１８条（投票による選挙・指名推薦及び投票の効力の異

議）第６項の規定による通知に関し必要な事項は、議長が定める。 

第４９条中「議事は」を「議事を」に改める。 

第８５条中「効力）」の次に「第１項から第３項まで」を加える。 

第１１章中第１０１条の次に次の１条を加える。 

第１０１条の２ 法第１２７条（失職及び資格決定）第３項の規定により準用される法

第１１８条（投票による選挙・指名推薦及び投票の効力の異議）第６項の規定による

決定の本人への通知に関し必要な事項は、議長が定める。 

第１０３条中「外とう、襟巻、かさ、写真機及び録音機」を「コート、マフラー、

傘」に改め、同条ただし書中「議長の許可を得たとき」を「会議への出席に必要と認め

られる物であつて議長にあらかじめ届け出たものについて」に改める。 

第１１７条第１項中「法第１１５条の２」の次に「（公聴会及び参考人）」を加える。 
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第１２３条第１項中「法第１１５条の２」の次に「（公聴会及び参考人）」を加える。 

第１２８条第１項及び第１２９条第１項中「法第１００条」の次に「（調査権）」を

加える。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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発委第２号 
 
 
   芦屋町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について 

 
 
 上記の議案を別紙のとおり芦屋町議会会議規則第１４条の規定により提出する。 
 
 
  令和８年３月２日提出 
 
 
 芦屋町議会議長    本 一 夫 殿 
 
 
 
                  提出者 議会運営委員会 
                        委員長  松 岡  泉 
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発委第２号 

 

芦屋町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について 

 

芦屋町議会委員会条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

 

令和８年３月２日提出 

議会運営委員会 委員長 松 岡  泉 

 

 

 

芦屋町議会委員会条例の一部を改正する条例 

 

芦屋町議会委員会条例（平成２０年条例第４６号）の一部を次のように改正する。 

第６条第２項中「特別委員会の委員」を「特別委員」に改め、同条に次の１項を加え

る。 

３ 特別委員は、委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。 

第７条第１項を次のように改める。 

常任委員、議会運営委員及び特別委員（以下「委員」という。）は、議長が会議に

諮つて指名する。ただし、閉会中においては、議長が指名することができる。 

第７条第２項を次のように改める。 

２ 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。 

第７条中第３項及び第４項を削り、第５項を第３項とし、第６項を第４項とし、同条

第７項中「第３条」の次に「（常任委員の任期）」を加え、同項を同条第５項とする。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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